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 議案第 ６９ 号関係  

 

件   名 
「宮内小学校体育館長寿命化改修工事（建築主体工事）請負契約

の締結について」の議決変更について 

担 当 課 教育委員会 学校教育課 

根拠法令等 

・地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第 1 項第 5 号 

・八幡浜市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例（平成 17 年条例第 52 号）第 2 条 

 

【概要】 

１．工事番号 06国補学建委第 4号－5  

 

２．工事名  宮内小学校体育館長寿命化改修工事（建築主体工事）  

 

３．契約金額 ３３６，０５０，０００円（内消費税等３０，５５０，０００円） 

 

４．変更金額 ３６１，９１６，０００円（内消費税等３２，９０１，４５４円） 

 

５．差額   ２５，８６６，０００円 増額 

 

６．落札業者 小西建設株式会社 

代表取締役 ＊＊＊＊＊ 

 

７．変更理由 

・運動場水はけの悪さによる鉄板敷きの延長に伴う増額 

・鉄板敷きにより枯死した芝生撤去等の追加に伴う増額 

・屋根の隠蔽部に施工不良が判明したことによる躯体補修追加に伴う増額 

・内部の隠蔽部について想定と異なる納まりであったことによる改修方法の変 

 更に伴う増額 

・着工前は修繕不要としていた箇所について、工事の進捗により劣化判明した 

箇所に対する塗装工事追加に伴う増額 

・先に新設したトイレ棟との足場干渉による工事振替のため、隣接建物間渡り廊 

下屋根新設等の追加工事に伴う増額 

・控室タラップ設置の追加工事に伴う増額 
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　①運動場水はけの悪さによる鉄板敷きの延長に伴う増額

　②鉄板敷きにより枯死した芝生撤去等の追加に伴う増額

　③屋根の隠蔽部に施工不良が判明したことによる躯体補修追加に伴う増額

　④内部の隠蔽部について想定と異なる納まりであったことによる改修方法の変

　　更に伴う増額

　⑤着工前は修繕不要としていた箇所について、工事の進捗により劣化判明した

　　箇所に対する塗装工事追加に伴う増額

　⑥先に新設したトイレ棟との足場干渉による工事振替のため、隣接建物間渡り

　　廊下屋根新設等の追加工事に伴う増額

　⑦控室タラップ設置の追加工事に伴う増額

　⑧諸経費等

宮内小学校体育館

長寿命化改修工事（建築主体工事）
変更増額　約２，５８０万円

２１０　万円

１４０　万円

１，１００　万円

１３０　万円

４０　万円

８００　万円

６０　万円

１００　万円
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 議案第 ７０ 号関係  

 

件   名 
「松蔭地区公民館建設工事（建築主体工事）請負契約の締結について」

の議決変更について 

担 当 課 教育委員会 生涯学習課 

根拠法令等 

・地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第 1 項第 5 号 

・八幡浜市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（平成 17 年条例第 52 号）第 2 条 

 

【概要】 

１．工事番号 ０６単生建委第３２号－１ 

 

２．工事名称 松蔭地区公民館建設工事（建築主体工事） 

 

３．工事期間 令和６年９月２５日 ～ 令和７年１０月３１日 

 

４．請負金額 

当初契約額    ５８５，７５０，０００円（内消費税等  ５３，２５０，０００円） 

変更１回目    ５７７，８３１，０００円（内消費税等  ５２，５３０，０９１円） 

  増 減 額    △７，９１９，０００円（内消費税等   △７１９，９０９円） 

 

５．請負業者 堀田建設株式会社 

 

６．施工場所 八幡浜市広瀬地内 

 

７．工事概要 松蔭地区公民館建設工事のうち、建築主体工事を実施する。 

  （構造規模）公民館 延床面積：1,121.98㎡、構造：RC造、階数：2階建         

        陶芸室 延床面積：47.32㎡、構造：木造、階数：平屋 

        倉庫棟 延床面積：48.37㎡、構造：木造、階数：平屋 

        外構 

  （工事内容）新築工事（建築主体工事） 

 

８．変更内容 

① 鋼管杭の撤去が不要となったことに伴う減     △18,679,841円 

 ② 内部足場支保工の追加に伴う増            3,657,500円 

③ 土留め工事の追加に伴う増              1,760,000円 

 ④ 道路管理者の要望に伴う舗装復旧方法の変更に伴う増  1,485,000円 

⑤ ２階ホール床下地の変更に伴う増            860,200円 

 ⑥ 屋外ベランダ手すりの変更に伴う増           826,100円 

⑦ 大広間及び和室の天井仕上げの変更に伴う増        763,400円 

 ⑧ 勾配屋根パラペット笠木の追加に伴う増         646,800円 

 ⑨ その他部材等の変更に伴う増              761,841円 
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 報告第 ７４ 号関係  

件   名 
八幡浜市施設利用予約システム導入に伴う関係条例の整備に関する条

例の制定について 

担 当 課 教育委員会 生涯学習課 

根拠法令等 ・地方自治法（昭和 22年法律第 67号） 

施 行 日 令和７年１０月１日 

 

１ 施設利用予約システムについて 

  従来、体育施設などの公共施設の空き状況の確認や予約申込みは、担当部署への電話等

による問い合わせ後、申請書を提出していただく必要がありましたが、施設利用予約シス

テムの導入により、インターネットを通じてこれらの手続きが可能となります。 

また、施設使用料の支払いについても、従来の納付書による支払いに加え、クレジット

カード決済やコンビニエンスストアでの支払いが選択可能となります。 

 

２ 運用開始時期 

  令和７年１０月 

 

３ 利用方法 

 ⑴ パソコンやスマートフォン等から施設利用予約システムのサイトにアクセス。 

 ⑵ 利用者登録（アカウント登録）を行う。 

※ 初回のみ。空き状況の確認のみの場合は登録不要。 

 ⑶ 利用したい施設の空き状況を確認。 

 ⑷ 施設予約の入力画面から、必要事項を入力し、予約の申込みを行う。 

 ⑸ 予約内容の審査を受けた後、利用の可否と使用料などの内容がメールで通知される。 

 ⑹ 施設使用料を支払い、施設を利用する。 

  ※ キャッシュレス決済、コンビニエンスストアでの支払いは「前納」、納付書による

支払いは「後納」として取り扱う。 

 

４ 対応施設（51 施設） 

 ⑴ 体育施設（49 施設） 

  ア 社会体育施設（13 施設） ※1 

   (ア) 体育館（10 施設） 

・磯崎体育館 ・大島体育館 ・喜木津体育館 ・舌田体育館 ・日土東体育館 

・保内中央体育館 ・双岩体育館 ・青石体育館 ・愛宕体育館 ・松柏体育館 

   (イ) グラウンド（3 施設） 

     ・日土東グラウンド ・愛宕グラウンド ・松柏グラウンド 

  イ 武道館 ※2 

  ウ 王子の森グラウンド ※3 

  エ 北浜公園グラウンド ※3、※4 

  オ 市民スポーツパーク ※3、※5 

  カ 市民スポーツセンター ※6 

  キ テニスコート（2 施設） ※7 

   ・愛宕テニスコート ・大平テニスコート 
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  ク 弓道場 ※8 

  ケ 学校体育施設（28 施設） ※9 

   (ア) 体育館（14 施設） 

     ・松蔭小体育館  ・白浜小体育館 ・江戸岡小体育館 ・神山小体育館 

     ・千丈小体育館  ・日土小体育館 ・真穴小体育館  ・川上小体育館 

     ・双岩小体育館  ・川之石体育館 ・宮内小体育館  ・喜須来小体育館 

・八幡浜中体育館 ・保内中体育館 

   (イ) グラウンド（14 施設） 

     ・松蔭小グラウンド  ・白浜小グラウンド ・江戸岡小グラウンド 

・神山小グラウンド  ・千丈小グラウンド ・日土小グラウンド 

・真穴小グラウンド  ・川上小グラウンド ・双岩小グラウンド 

・川之石小グラウンド ・宮内小グラウンド ・喜須来小グラウンド 

・八幡浜中グラウンド ・保内中グラウンド 

 ⑵ 文化施設（2 施設） 

  ア 文化会館ゆめみかん ※10 

  イ 市民文化活動センターComican ※11 

 

 

（注）根拠条例 

   下線のある条例は、システムを運用するうえで条例の一部改正が必要な条例。 

※1  八幡浜市社会体育施設条例（平成 22 年条例第 10 号） 

※2  八幡浜市立武道館設置及び管理条例（平成 17 年条例第 110 号） 

※3  八幡浜市都市公園条例（平成 17 年条例第 193 号） 

※4  八幡浜港港湾施設の管理及び利用に関する条例（平成 17 年条例第 184 号） 

※5  八幡浜市民スポーツパークの設置及び管理に関する条例（平成 17 年条例第 108 号） 

※6  八幡浜市民スポーツセンター条例（平成 20 年条例第 34 号） 

※7  八幡浜市営庭球場設置及び管理条例（平成 17 年条例第 109 号） 

※8  八幡浜市弓道場の設置及び管理に関する条例（令和 7 年条例第 23 号） 

※9  八幡浜市立学校体育施設使用料条例（平成 17 年条例 111 号） 

※10 八幡浜市文化会館設置及び管理条例（平成 17 年条例第 99 号） 

※11 八幡浜市民文化活動センターの設置及び管理に関する条例（令和 2 年条例第 22 号） 
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